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2010 年 8 月 27 日、中国国家外貨管理局は、貿易の便利性を高めるため、「一部の地域において輸出代金を

海外に保留する政策を試験的に実施する通知」を公布しました。従来、中国企業による輸出代金の決済は国内

口座で行う事が必要でしたが、本通知により、試行地域の一部の企業を対象に、国外での口座開設が可能となり、

輸出代金を海外で保留することが試験的に解禁されました。具体的な内容は以下の通りです。 

 

１、適用範囲 

試験期限 2010 年 10 月 1 日より 1 年間 

試行地域 北京、広東(深センを含む)、山東(青島を含む)、江蘇 

試行企業 上記の４つの試行地域で、各地域 10 社までとする。 

 

２、試行企業の認定条件 

・貿易取引規模が大きく、輸出代金を海外に保留する必要がある 

・財務、信用状況が良好で、直近 2 年で外貨管理規定の違反行為がない 

・グループ企業の場合は、国内で資金の集中受払い、集中管理の経験がある、等 

 

３、海外口座の使用範囲 

入金総額 
輸出代金を海外で保留する年度総額は企業の前年度輸出総額の一定比率を超えない。

具体的な比率は各地方外貨管理局が企業の状況に基づいて決定、調整する。 

入金範囲 

・輸出代金収入 

・預金利息 

・外貨管理局が承認したその他の収入 

支出範囲 

・貨物貿易項目の支出 

・コミッションなど一部のサービス貿易の支出 

・銀行の日常管理費用の支出 

・外貨管理局の許可を得た一部の資本項目の支出 

・国内への振込み。 

・外貨管理局が決定したその他の支出 

 

  試行企業の輸出において、増値税は従来通り還付されますが、国家外貨管理局の核銷手続や、輸出代金回

収審査システムへの登録が簡素化されています。 

輸出代金の海外保留は、中国への外貨流入圧力を緩め、国際収支の均衡を図る目的があるほか、輸出企業

の外貨での運用効率を向上させるなど、中国の外貨管理制度改革の一歩として、重要な意味を持っています。 

 

出所：中国国家外貨管理局ホームページ 


